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 2025 年 5 月 20 日 

各  位 

オ ン コ セ ラ ピ ー ・ サ イ エ ン ス 株 式 会 社 

代表取締役社長 嶋田 順一 

（コード番号 4564 東証グロース） 

（問い合せ先） 管理本部統括取締役 朴 在賢 

電話番号 044‐201‐6429 

 

当社連結子会社での膵臓がんにおける 

ネオアンチゲン樹状細胞療法に関連する論文公表のお知らせ 

 

当社連結子会社である株式会社 Cancer Precision Medicine（以下「CPM 社」）は、医療法人 慈

生会 福岡がん総合クリニック（所在地 福岡市博多区、理事長・院長 森崎 隆）とネオアンチ

ゲン樹状細胞療法（※1）の科学的検証に係る共同研究を推進しております。この度、本研究に

関連する論文が Frontiers in Immunology 誌に掲載されましたので、お知らせいたします。 

https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2025.1571182/full 

（上記リンクでアクセスできない場合は直接 URL を入力してください） 

 

膵臓がんは、早期発見と治療が特に難しいがんとして知られており、膵臓がんと診断された

段階で手術を受けられる患者さんは約 20%に限られます。また、手術によりがんを切除できて

も多くの患者さんは 2 年以内に再発し、手術後の 5 年生存率は極めて低く 20～40％となってい

ます。このため、再発予防や、治療効果を高めるための新たな治療法の開発が強く望まれてい

ます。 

 

本研究では、手術後の膵臓がん症例におけるネオアンチゲン樹状細胞療法の効果を検証する

ため、再発後の治療を目的とした 9 例および再発予防を目的とした 7 例を対象にネオアンチゲ

ン樹状細胞療法を行いました。 

その結果、全 16 例のうち 13 例（81.3%） でネオアンチゲン特異的 T 細胞の免疫反応が確認

されました。再発後に治療を受けた 9 例のうち、ネオアンチゲン特異的 T 細胞の免疫反応が認

められた 7 例は、免疫反応が認められなかった 2 例より有意に長い全生存期間を示し、そのう

ち 3 例は再発後 36 ヶ月以上の生存を達成しました。また、手術後の再発予防を目的とした治療

を受けた 7 例のうち、がんが再発した症例は 1 例のみで、追跡期間中の死亡例はありませんで

した。 

さらに、キラーT 細胞を誘導する HLA クラス I 拘束性ネオアンチゲンとヘルパーT 細胞を誘

導する HLA クラス II 拘束性ネオアンチゲンを組み合わせて治療を行い、腫瘍縮小を認めた症

例について、詳細な解析を行いました。その結果、HLA クラス II 拘束性ネオアンチゲンによっ

て誘導されたヘルパーT 細胞クローンの増殖が確認されたことから、HLA クラス II 拘束性ペプ

チドが腫瘍の縮小に寄与した可能性が示唆されました。 

これらの結果から、手術後の膵臓がんにおける再発後の治療および再発予防のための治療の
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両方において、ネオアンチゲン樹状細胞療法の実現可能性と有効性が示唆されました。また、

HLA クラス II 拘束性ペプチドと組み合わせることによりネオアンチゲン特異的ヘルパーT 細胞

を誘導することの重要性が示されました。 

本研究において、次世代シーケンス技術を用いた HLA クラス I/II 拘束性ネオアンチゲン解析

は CPM 社で実施しました。 

なお、本件による当社業績への影響は軽微であります。 

 

※1 ネオアンチゲンは、個々の患者さんのがんの遺伝子変異によって作られる、異常なタン

パク質です。正常細胞で作られるタンパク質とは性質が異なるため、免疫細胞が強く反

応すると考えられています。樹状細胞は、ウイルスやがん細胞等が持っている目印（抗

原）を提示して、リンパ球に攻撃するように指令を出す働きをもっています。この働き

を利用して、患者さんの樹状細胞を血液から取り出し、がんの目印となるネオアンチゲ

ンを提示させてから体内へ戻すことによって、リンパ球にがんを攻撃させる治療法をネ

オアンチゲン樹状細胞療法といいます。 

 

株式会社 Cancer Precision Medicine の概要 

(1)名   称   株式会社 Cancer Precision Medicine 

(2)所 在 地   神奈川県川崎市川崎区東田町 1－2 

(3)代 表 者   代表取締役社長  嶋田 順一 

(4)事 業 内 容  がん遺伝子の大規模解析検査ならびにがん免疫療法の研究開発 

(5)資 本 金   50 百万円 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


